
●● ２０１５年２月１１日（水）／建設プラザかながわ２階会議室
●●●中央社保協・東日本介護保険運動交流集会

★ ２０１３年８月２５日～９月１日
全日本民医連６０周年デンマーク視察ツアー

介護保険をめぐる情勢と
今後の運動課題について

全日本民主医療機関連合会
事務局次長
介護･福祉部担当 林 泰則

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

毎日新聞
２０１５・１・１５

介護報酬２０１５年改定＝２．２７％の引き下げ強行！！

読売新聞
２０１５・１・１５

東京新聞
２０１５・１・１５

社説
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財務省は、当初「６％引き下げ」を提言（２０１４年１０月）

全サービス事業
平均利益率８％
（中小企業２．２％）

財務省「平成２７年度予算編成に関する建議」

特養「内部留保」
（平均３．１億円）

１

２
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平成２０年 平成２３年 平成２６年
収入に対する
給与費に割合

収支差率
収入に対する
給与費に割合

収支差率
収入に対する
給与費に割合

収支差率

訪問介護 81.5% 0.7% 76.9% 5.1% 73.7% 7.4%
訪問看護ステーション 79.4% 2.7% 80.0% 2.3% 76.6% 5.0%
訪問リハビリ 60.8% 3.1% 68.1% 5.3%
通所介護 60.7% 7.3% 55.6% 11.6% 55.8% 10.6%
通所リハビリ 63.1% 4.5% 61.2% 4.0% 59.3% 7.6%
福祉用具貸与 49.6% 1.8% 35.0% 6.0% 32.0% 3.3%
短期入所生活介護 48.7% 4.4% 57.5% 5.6% 59.2% 7.3%
特定施設入居者生活介護 48.7% 4.4% 49.0% 3.5% 39.9% 12.2%
居宅介護支援 99.4% -17.0% 80.4% -2.6% 81.9% -1.0%
定期巡回随時対応型
訪問介護看護

- - - - 85.6% 0.9%

認定症対応型通所介護 69.0% 2.7% 62.5% 5.9% 62.2% 7.3%
小規模多機能居宅介護 72.7% -8.0% 63.7% 5.9% 63.4% 6.1%
認知症対応型共同生活介護 57.8% 9.7% 56.4% 8.4% 55.9% 11.2%
複合型サービス - - - - 71.8% -0.5%
介護老人福祉施設 60.8% 3.4% 57.5% 9.3% 57.6% 8.7%
介護老人保健施設 53.6% 7.3% 52.2% 9.9% 56.5% 5.6%
介護療養型医療施設 59.2% 3.2% 58.6% 1.9% 57.2% 8.0%

収支差率はあくまで平均！（マイナスの事業も）
サービス事業ごとの回答率も４～５割（平均４８．４％）

★ 小規模事業所など困難を抱えている事業所の実態が反映
されていない可能性がある（全事業の実態とはいえない）

※ 出所：厚労省「介護事業経営実態調査（各年）」
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特養は３割が赤字、引き下げで６割が赤字転落（老施協調査）

★ 一部法人の“貯め込み”を取り上げた｢内部留保」バッシング続く。そもそも「内部留保」の定義
は曖昧。会計制度が異なるため一般企業の「内部留保」と比較対照できない。一部の法人の実
態をことさら強調し、施設の改修費など将来の必要資金まで問題視したり、介護報酬引き下げ
の理由とするのは不適切！！
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「２．２７％引き下げ」の意味 ①

公称改定率 ▲２．２７％

介護職員の処遇改善 ＋１．６５％
重度、認知症対応等 ＋ ０．５６％

重点化
（重点的評価）

合計 ▲２．２７％

処遇改善

＋１．６５％

重度･認知症等

＋０．５６％

適正化

効率化

その他の部分

★ 「メリハリつけた配分」を行う

計＋２．２１％

● 良好なサービスを提供する事業所への加算
● 地域に密着した小規模案事業への配慮

※総額２,２７０億円を削減

▲４．４８％

● 平均月１．２万円の給与引き上げ

予防給付見直し

（訪問介護･通所介護）

総合事業へ移行
（介護報酬の範囲内で市町村毎に単価設定）

● 基本報酬引き下げ、加算の包括化･廃止
● 人員配置基準や施設基準の緩和
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2015年

中重度・認知症等
＋０．５６％

処遇改善
＋１．６５％

▲２.３％ ▲２.４％

＋１.２％

2003年 2006年 2009年

▲４．４８％

★ 施設： ▲４％（居住費・食費の自己負担化）
在宅： 軽度▲５％（予防給付導入）

中重度＋１％

★ 施設：▲４．０％
在宅：＋０．１％

※ ２回に分けて実施
居住費・食費の自己負担化 → ０５年１０月～

０．８％

「中重度・認知症等」と
「処遇改善」以外の部分で
▲４．４８％

★ 予防給付の事業化（切り離し）
特養多床室の居住費徴収

＋３.０％

「２．２７％引き下げ」の意味 ②

実質▲０．８％

2012年
★処遇改善交付金を

介護報酬（加算）に
編入

処遇改善交付金
＋２.０％相当

▲２.２７％

過去最大の引き下げ
（＝２００６年▲２，４％）に匹敵
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２０１５年度政府予算案
閣議決定（１月１４日）

東京新聞
２０１５・１・１５

防衛費 ５兆円！！
（介護給付費１０兆円）

１４年度比２．０％増
＝“２％のプラス改定”

「人」よりも「法人」（大企業）

法人税減税⇔生保切り下げ

“社会保障切り捨て予算”のもとでのマイナス改定
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経済財政運営と改革の基本方針２０１４（「骨太方針２０１４」）

4200 4200

2500

1700

概算要求額 予算案

★「自然増」の圧縮
（２０１５年度政府予算）

制度改悪による
削減

その他の削減

圧縮
＝４２００億円抑制

（半減）

億円

小泉内閣（年２２００億円）
をはるかに超える削減
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「平成２７年度における社会保障の充実」（介護関係）
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社会保障制度改革国民会議 「最終報告」
（２０１２年８月 設置 ⇒ ２０１３年８月 とりまとめ）

社会保障制度改革 「プログラム法」
（２０１３年１２月 成立）

医療

介護

年金

少子化

＜医療提供体制の改革＞ ＋＜医療保険制度の改革＞

２０１４
通常国会 医療・介護総合法

（２０１４年６月成立 ）

２０１５
通常国会等

● 国民健康保険制度運営の都道府県化
● 療養範囲の見直し、 ● 患者申出療養･･･

予防給付見直し等

２０２５年の医療・介護の将来像

道筋

受給額の抑制、支給開始
年齢の引き上げなど

新システムの本格稼働
保育への企業参入促進

政府戦略

経財諮問会議 「骨太方針」
（ 聖域なき見直し、重点化・効率化）

産業競争力会議「日本再興戦略」
規制改革会議 「規制改革計画」

自民党改憲草案
社会保障制度改革推進法

（２０１２年８月 成立）
★ 社会保障の理念の転換＝社会保障「解体」基本法

❶ 効率的かつ質の高い
医療提供体制の構築

❷ 地域包括ケアシステム
の構築

❸ 新たな基金の創設

❶ 「自助・自立」を土台すえた公的給

付の徹底的削減＝重点化・効率化

❷ 成長戦略 との連動

❸ 実施責任は 地方自治体
（医療＝都道府県、介護＝市町村）

２５条の解釈
（立法）改憲

国家戦略特区構想（６区域）

（ 雇用、医療、農業、まちづくり）

【財政健全化・歳出削減の流れ】

【成長戦略（第３の矢）の流れ】

三党合意

社会保障・税
一体改革

理念

方針

土台

介護保険法「改正」
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医療･介護総合法がめざす「医療･介護の将来像」（２０２５年）
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高度急性期

急性期

回復期

慢性期

介護保険施設

介護保険

居宅サービス（特定施設等ふくむ）

医療保険

在宅医療

インフォーマルサービス

市場サービス

高

低

病床機能の再編
都道府県＞地域医療構想圏

地域包括ケアの構築
市町村＞日常生活圏域

★
公
的
保
障
・公
的
コ
ス
ト

★
患
者
・利
用
者
の
流
れ

入院から在宅へ、医療から介護へ、介護から市場・ボランティアへ

川上

？？
川下

病床数の削減
在院日数の短縮

整備圧縮

介護給付費抑制

給付抑制

重点化

入院医療費削減

総合事業 住まい

互 助

在宅医療費抑制報酬改定
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★ 入院から在宅へ－「押し流し」の徹底

「急性期・回復期・慢性期のあらゆるステージからも医療機関は常に患者を自宅に帰すという視
点で診療に当たる仕組みをつくった」

在宅

◆ ２年間で９万床削減？ （３６万床の４分の１）

● 要件に在宅復帰率を新設 ～７５％以上
→  自宅、回復期リハ、地域包括ケア病棟、 療養病棟など

● 在宅復帰機能強化加算新設 ～復帰率５０％、ベッド回転率１０％以上

◆ 特定除外制度の見直し （９０日超入院患者）

● 「１３：１」「１５：１」以外の病床も対象に

（１） 出来高払い＋平均在院日数の計算対象 or （２） 療養病棟と同様の報酬を算定（医療・ＡＤＬ区分）

入院

◆ 「急性期後、回復期を担う病床」 ＜算定期間→ 入院後６０日まで＞
① 急性期からの受け入れ、② 在宅・生活復帰支援、③ 緊急時の受け入れ

● 要件＝一定の診療実績、在宅療養支援病院・二次救急等、 在宅復帰、診療内容のデータ提出

● ２００床未満の病院で１病棟可、療養病床は１病棟に限り可、 ● 在宅復帰率 ～７０％以上

「７：１」看護

長期入院の是正

地域包括ケア病棟

NEW

療養病棟

■ 機能強化型在支診・病の実績要件の強化

■ 主治医機能の強化／地域包括診療料等の新設

■ 機能強化型訪問看護ステーションの創設

■ 同一建物への複数訪問の「適正化」

● 「ゆるやかなゲートキーパー」としての
かかりつけ医＜国民会議＞

時々入院
ほぼ在宅

朝日新聞
２０１４・２・１３

先取りとしての診療報酬２０１４年改定
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中学校区単位で整備

■ ＜厚労省・地域包括ケア研究会報告書＞ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上
の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護、予防のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援
サービスが日常生活圏域で適切に提供できるような地域での体制

＜「川下」の改革＞＝“国策”としての「地域包括ケア」

■ 政府が実際に推進しようとしている地域包括ケアの基本理念

自助＞互助＞共助＞公助
（狭助？）（控除？）

政府=「順番を間違えないこと」

自助･･･自己責任、市場でのサービス調達もふくむ
互助･･･住民主体の活動＝地域の連帯責任、営利企業参入
共助･･･社会保険－「負担」の見返りとしての「給付」
公助･･･公費－対象限定、内容制限、選別主義／生活保護 等

医療･介護総合法
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効率化・重点化

民間の住宅市場

「自立」 支援「自立」 支援

「孤独死」を当然視した「死に際の覚悟」

▼ 従来のような常に誰かが家の中にいて急変時には救急車で病院に搬送され、病院で亡くなると

いった最期ばかりではなくなる。むしろ、毎日誰かが訪問してきて様子は見ているが、翌日になった
ら一人で亡くなっていたといった最期も珍しいことではなくなるだろう。▼常に家族に見守られなが
ら亡くなるわけではないことを、それぞれの住民が理解した上で在宅生活を選択する必要がある。

「地域包括ケア」のイメージ

民間事業者、ＮＰＯ
ボランティア、地域住民

多様な提供主体

公的制度
からの離脱

＝「在宅の限界を高める」
がまん

「自助」＞「互助」＞「共助」＞「公助」

地域包括ケア研究会報告書（２０１３年５月）
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地域包括ケアを推進するのは市町村

地域包括ケアシステムの構築に向けて､まずは平成２７年度からの第６期以降の介護保険事業計画
を「地域包括ケア計画」と位置づけ、各種の取組を進めていくべきである。＜国民会議「最終報告」＞

第４６回介護保険部会「地域包括ケアシステムの構築に向けて」（２０１３年８月２８日）

ＰＤＣＡ
サイクル

良い地域包括ケアと
悪い地域包括ケアが
できていくだろう

原前老健局長

格差は
想定内

規範的統合
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これからの
３大介護

訪問看護に
おいてより
自律的に医
療に携わる

認知

医療

リハ

提供体制に対応した

人材の役割分担
看護

医 師

看護師

介護職（介護福祉士）

ボランティア
市場サービス

「特定行為」

診療の補助

生活援助
（家事援助）

リハ職

（痰吸引・経管栄養）

機能訓練

★ 医療行為実施者の拡大
（規制緩和）

（医
療
か
ら
介
護
へ
）

「共助」から
「互助・自助」へ

地域包括ケア研究会報告書（２０１０年）

※ 保助看法「改正」
（医療･介護総合法）

※総合事業
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❶ 予防給付の見直し ❸ 特養の機能の重点化

「予防給付」発
「市町村事業」行き

「認定不要！」

専門職のサービスを
ボランティアに移し替え

要介護１、２は
基本お断り

❹ 補足給付の要件厳格化

タンス預金も
申告の対象

低所得者を施設から締め出し
待機者にすらなれない

★民医連介護チラシより

要介護１、２の
待機者１７万人

“姑息”給付
？？

資産
CHECK

❷ 一定以上所得者の
利用料引き上げ

引き上げの論拠（６０万円余るので負担可能）
は、すでに破綻！！

新たな振り分け
システム

強制
退学

総介護費抑制と「効率化・重点化」

介護保険法２０１４年「改正」＝「４つの切り捨て」

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

「予防給付」発
「市町村事業」行き．

「認定不要！」

専門職のサービスを
ボランティアに移し替え

新たな振り分け
システム

強制
退学

★ 予防モデル事業で（東京都･荒川区）

＊ 腰の手術をして家事ができなくて介護サービ
スが頼みの綱の利用者 (８２歳、要支援２）

＊ 今年２月に認定更新の期限直前に地域包括
支援センターの職員が来て､「介護サービスの
生活援助はやめてボランティアの支援に切り替
えたら」と。 「今のサービスを続けてほしい」と伝
えたが、職員は「困った」とずっと言い続け、しつ
こいので「それならもういい」と言ったら本当に３
月から介護サービスを切られた。

＊ 介護サービス１回の利用料３００円だったの
が、ボランティアサービスになり１回７５０円から
８５０円に。しかも利用料とは別に２０００円の年
会費も払わなくてはいけない。国民年金以外に
収入もなく苦しい。

「･･介護保険法の趣旨は自立支援にあること
などについて利用者に納得してもらうための
説明・説得能力、合意形成能力が 介護支援
専門員や事業者には必要である」

長寿社会医療センター「地域ケア会議の課題
と実施拡大に関する調査報告書」

❶ 予防給付の見直し－「給付」から「事業」へ

水際
作戦

卒業＜強制退学＞

総合事業
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短
期
集
中
予
防
サ
ー
ビ
ス

Ｃ
型
サ
ー
ビ
ス

予防給付
相当サービス

Ａ型サービス
緩和した基準による

サービス

（例： 訪問型サービスの場合）
従事者＝「必要数」（一定研修修了者可）

Ｂ型サービス
住民主体による支援

市町村実施
または委託

マネジメントＢ
（簡略化）

事業者指定
（みなし指定）

移行促進

「卒業」

★「状態像等をふまえ
ながら『多様な

サービス』の
利用を促進」

多様な
サービス

マネジメントＣ
（初回のみ）

マネジメントＡ

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
ケ
ア
マ
ネ
に
委
託
可
）

総合事業－給付抑制と｢互助」への置き換え ★「認定に至らない
高齢者を増やす」

Ｄ型サービス
移動支援

訪問型サービス

要介護認定×

水際
作戦

申請

■ 総合事業サービス

基本チェックリスト
（２５項目）

市町村窓口
（無資格者で可）

■ 新たな
振り分け
システム

更新認定

×

ＰＤＣＡ

互助

総合事業の費用の伸び率を
後期高齢者数の伸び率以下に設定

不服申し立て不可

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連全国介護保険担当課長会議資料（振興課）２０１４年１１月１０日
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しんぶん赤旗
２０１５・１・２１

９７６自治体

東京新聞
２０１５・２・４

移行時期
自治体数（％）

Ｎ＝１５７９

２０１５年度 １１４（７．２％）

※ うち２０１５年４月 ※ ７８（４．９％）

２０１６年度 ２７７（１７．５％）

２０１７年度 １０６９（６７．７％）

未定 １１９（７．５％）

厚労省

中央社保協調査

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

論拠が破綻したにも関わらず原案の所得線引きで実施！

上位所得
２０％に固執

修 正

厚労省「介護保険利用料２割判定基準案」
（２０１４年８月２８日）

❷ 一定以上所得者の利用料を２割に引き上げ
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２００９年：４２．１万人

２０１４年：５２．４万人

１０万人増

特養１、２であっても特養への入所が必要と考えられる
場合（⇒今後検討）

・ 知的障害･精神障害等も伴って地域での安定した生
活を続ける ことが困難

・ 家族等による虐待が深刻であり心身の確保が不可欠
・ 認知症高齢者であり、常時の適切な見守り･介護が必

要････など

厚生労働省調査（単位：万人）

❸ 特養の機能の重点化＝入所対象の限定

急増する
特養待機者

● 原則＝要介護３以上に限定
● 他方で、要介護１、２について、やむを得ない

事情により、特養以外での生活が著しく困難

であると認められる場合には、市町村の関
与の下、「特例的」に入所を認める

新規入所

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

タンス預金も

事実婚

❹補足給付の要件の見直し＝対象者を減らす

月４６,７２５円の
増額

★年５５万円の
負担贈

＜多床室／要介護５＞

※石川民医連
やすらぎホームの事例

特養入所の
８割

施設入所の
６割
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低所得者の保険料軽減強化
（一般財源の投入）

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

しんぶん赤旗
２０１５・１・３１

朝日新聞
２０１４・１２・３０

（軽減率） 現行 当初案 来年度

第１段階
第２段階 ５０％ ７０％ ５５％

特例
第３段階 ２５％ ５０％

現行
通り

第３段階 ２５％ ３０％
現行
通り

保険料減免の３原則（厚労省）

① 個別申請により判定
② 減額のみ（全額免除は行わないこと）
③ 保険料財源（保険料減免に対する一般

財源の繰入を行わないこと
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第６期保険料：５０５０円の見込み、２０２５年は８,２００円に

第５期は
２１％に

公費（国）負担割合の見直しは先送り
→  給付削減と負担増で「帳尻合わせ」

★ このままでは財政破綻必至！

「持続不可能な制度」へ

２０２５年度 ８，２００円

★２０１５年度（第６期） ５,８００円→ ５,５５０円 ＜報酬引き下げ、軽減縮小による＞財務省

施行期日 改正事項

①公布の日 ○診療放射線技師法（業務実施体制の見直し）

○社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律（介護福祉士の資格取得方法の見直しの期日の変更）

②２０１４年４月１日又はこ

の法律の公布の日のい

ずれか遅い日

● 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律（厚生労働大臣による総合確保方針の策

定、基金による財政支援）

○医療法（総合確保方針に即した医療計画の作成）

○介護保険法（総合確保方針に即した介護保険事業計画等の作成）

③２０１４年１０月１日 ● 医療法（病床機能報告制度の創設、在宅医療の推進、病院・有床診療所等の役割、勤務環境改善、地域医療支

援センターの機能の位置づけ、社団たる医療法人と財団たる医療法人の合併）

○外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律（臨床教授等の創設）

○良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律（持分なし医療法人への移行）

④２０１５年４月１日 ○医療法（地域医療構想の策定とその実現のために必要な措置、臨床研究中核病院）

■ 介護保険法（地域支援事業の充実、予防給付の見直し、特養の機能重点化、低所得者の保険料軽減の強化、

介護保険事業計画の見直し、サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用）
※なお、地域支援事業の充実のうち、在宅医療・介護連携の推進、生活支援サービスの充実・強化及び認知症施策の推進）は平成３０年４月、

予防給付の見直しは平成２９年４月までにすべての市町村で実施

○歯科衛生士法、診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律（業務範囲の拡大・業務実施体制の見直し）

○歯科技工士法（国が歯科技工士試験を実施）

⑤２０１５年８月１日 ■ 介護保険法（一定以上の所得のある利用者の自己負担の引上げ、補足給付の支給に資産等を勘案）

⑥２０１５年１０月１日 ○医療法（医療事故の調査に係る仕組み）

○看護師等の人材確保の促進に関する法律（看護師免許保持者等の届出制度）

●し 保健師助産師看護師法（看護師の特定行為の研修制度）

⑦２０１６年４月１日までの

間にあり政令で定める日

■ 介護保険法（地域密着型通所介護の創設）

⑧平成３０年４月１日 ■ 介護保険法（居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲）

主な施行期日について
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第１１０回介護給付費分科会資料（２０１４年１０月１５日）

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

■ 政策的背景

● 「改正」介護保険法（医療･介護総合法がめざす「２０２５年の医療･介護
の将来像」）を具体化する改定

＊ 「入院から、在宅へ」「医療から、介護へ」「介護から、市場・ボランティアへ」

＊ ❶ 「地域包括ケア」の実現 ＋ ❷ 持続可能な制度の実現

● ２０１８年度（２０２５年までの節目の時期＝診療・介護報酬の同時改定、

諸計画の同時スタート）への助走

２０１５年介護報酬改定の特徴

■ 基本的な考え方

● 基本認識＝いわゆる「２０２５年問題」への対処

「高齢化」 → 地域包括ケアの実現

「財政難」 → 持続可能な制度の実現（保険財政の維持、給付抑制）

「人口減」（初めて言及） ～人口の減少＝働き手（介護の担い手）の減少
→ 「質の高い人材の確保、より効率的なサービス提供体制の構築」

● キーワード 重点化 適正化 効率化
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介護報酬２０１５年改定の全体像

介護人材確保

処遇改善加算など

（月１．２万円）

＋１．６５％ ＋０．５６％

全体改定率

▲２．２７％

重点化

★「改正」介護保険法の具体化 ＝ 地域包括ケアの実現、持続可能な制度の実現

＜「２０２５年の医療・介護の将来像」～ 医療・介護総合法＞

報酬単価 （１単位＝？円）

地域区分

全体を「０．７％」底下げして
都市部に配分

８区分 （１～７級地、その他）

７区分 （１～６級地、その他）

＜４５％＞
通所介護
ＧＨ、ＳＳ

特養、老健

＜５５％＞
訪リ、通リ
認知デイ
小規模

＜７０％＞

訪介、訪看
ケアマネ、等

人件費割合

中重度・認知症ケア
リハビリ、看取り
口腔機能・栄養など

適正化

効率化

● 各サービスの収支状況、施設
の規模、地域の状況等に応じ、
メリハリをつけて 配分を行う

▲４．４８％

＊基本報酬の引き下げ

＊加算の減額、統合・廃止、包括化

＊人員配置基準の緩和

予防給付の見直し

（訪問介護･通所介護）
総合事業へ移行
（介護報酬の範囲内で市町村毎に単価設定）

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

「平成２７年度介護報酬改定に関する報告」(目次）
（２０１５年１月９日 第１１８回介護給付費分科会とりまとめ）

Ⅰ 平成２７年度介護報酬改定に係る基本的な考え方

Ⅱ 平成２７年度介護報酬改定の基本的考え方とその対応

１ 中重度の要介護者や認知症への対応の更なる強化

Ａ 地域包括ケアシステムの構築に向けた対応

Ｂ 活動と参加に焦点を当てたリハビリテーションの推進

Ｃ 看取り期における対応の充実

Ｄ 口腔・栄養管理に係る取り組みの強化

２ 介護人材確保対策の推進

３ サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築

Ⅲ 各サービスの報酬・基準に係る見直しの基本的な方向

Ⅳ 今後の課題

重点化

「メリハリ」をつけた配分とは

適正化

効率化
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（１）サービス評価の適正化

① 基本的考え方 ⇒ 「骨太方針２０１４」
② 居宅介護支援 認知症・独居加算の包括化
③ 小規模通所介護（３００人以下） 基本報酬の見直し（減額）
④ 短期入所 長期間利用（３０日超え）の基本報酬の適正化
⑤ 福祉用具貸与 価格の適正化
⑥ 介護予防サービス 介護予防通所介護・通所リハの基本報酬の適正化

～長時間利用は想定してない → 総合事業の単価
⑦ 介護老人福祉施設 多床室での居住費徴収＝居住費相当分の基本報酬減額

（２） 集合住宅に居住する利用者へのサービス提供に係る評価の見直し

① 訪問系サービス（訪問介護、訪問入浴、夜間対応、訪問看護、訪問リハ）
ア） 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物 → 報酬減算
イ） 事業所と同一建物外（＋利用者が一定数以上） → 新たに減算

② 定期巡回
事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物 → 新たに減算

③ 小規模多機能 事業所と同一建物 → 新たに基本報酬を設定

３ サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築 ①

適正化 効率化

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

３ サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築 ②

（３）通所系サービス（通所介護、通所リハ、認知症デイ）

送迎を実施していない場合 →  減算

（４） 報酬評価の体系化。適正化と運営の効率化

① 短期集中リハビリ実施加算、個別リハビリ実施加算
→ 見直し（統合など） exp. 個別リハビリ加算＝長期間リハビリの包括化

② 訪問看護ＳＴでのリハ職の訪問 →  訪問リハとの整合性確保
③ 訪問リハ、通所リハを同一事業所で提供 →  計画、同意書、記録等の効率化

（５） 人員配置基準等の緩和

① 訪問介護 サ責の配置基準 → 一定の要件を満たせば「５０人に１人以上」
② 通所介護 看護職員の配置 → 医療機関と連携し健康状態を確認すればＯＫ
③ 定期巡回 オペレーターとして充てることができる施設・事業所の範囲（夜間早朝）

→  緩和 「同一敷地内又は隣接する施設・事業所」 を追加
④ 小規模多機能 看護職員が兼務可能な施設・事業所の範囲

→  緩和 「同一敷地内又は隣接する施設・事業所」 を追加、特養・老健等を追加
⑤ 小規模多機能と認知症ＧＨの併設型 夜間職員配置

→ 緩和 一定の要件（９名以内、同一階）を満たせば、兼務可
⑥ 特養ホーム 職員の専従要件 → 緩和（柔軟な地域貢献活動を可能に）
⑦ 老健施設 看護・介護職員

→  緩和 併設事業所の職務に従事する場合、一部に非常勤職員で可

適正化 効率化
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小規模通所介護の見直し

● 基本報酬（通所介護費）の引き下げ

● 地域密着型サービスへの移行

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

「社会参加」への移行／訪問リハ・通所リハ

● 社会参加を維持できるサービス等へ移行する体制の評価

★ 訪問リハ、通所リハ

→ 通所介護 → 総合事業へと移行促進
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● サービス提供体制強化加算の創設

特定施設入居者生活介護－特養の重点化に対応

今般の制度改正により、介護老人福祉施設の入所者が原則として要介護３以上
の者に限定されることに伴い､有料老人ホーム等の特定施設の役割が拡大する
ことが見込まれている｡このため､特定施設の入居者が重度化した場合でも､引き
続き、当該施設においてサービスを提供し続けるための手厚い介護体制の確保
を推進する観点から､介護老人福祉施設と同様に､サービス提供体制強化加算を
創設する。

● 認知症専門ケア加算の創設
認知症高齢者の増加に対する評価や､積極的な受入れを促進する観点から､他
のサービスにおいて認知症高齢者への対応に係る加算制度が設けられている
ことにかんがみ､認知症専門ケア加算を創設する

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

● 機能に応じた評価の見直し

介護療養型医療施設－廃止か、存続か

今後､医療ニーズの高い中重度の要介護者への対応の更なる強化が必要となる中で､介護療養型医療施
設は､看取りやターミナルケアを中心とした長期療養を担っているとともに､喀痰吸引、経管栄養などの医療
処置を実施する施設としての機能を担っている。このため、介護療養型医療施設が担っているこれらの機能
について､今後も確保していくため、以下のとおり新たな要件を設定した上で､重点的に評価する。

（ア） 入院患者のうち、重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者がー定割合以
上であること

（イ） 入院患者のうち、―定の医療処置を受けている人数がー定割合以上であること

法律上は２０１７年度
末までに廃止
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＊ 介護老人福祉施設の多床室については､事実上の生活の場として選択されていることを踏ま
え､―定程度の所得を有する在宅で生活する方との負担の均衡を図るため､―定の所得を有す
る入所者の居住費について､現行の光熱水費相当分に加え､室料相当分の負担を求める｡

＊ ただし､｢低所得者を支える多床室｣との指摘もあることを踏まえ､低所得者に配慮する観点か
ら､利用者負担第１段階から第３段階までの者については､補足給付を支給することにより、利
用者負担を増加させないこととする

＊ 短期入所生活介護についても同様

特養－多床室でも室料徴収（室料相当額を介護報酬から減額）

● 多床室における居住費負担の見直し

基本サービス費を減額
↓

入所者負担に転嫁
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● 基本報酬の見直し

介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションについては､介護予防を目
的としたものとして包括的に評価しているが､通所介護とは異なり、 ｢レスパイト機能｣
を有していないことから､長時間の利用は想定されない。

このため､介護予防サービスのあり方と提供実態を踏まえた上で､通常規模型通所
介護及び通常規模型通所リハビリテーションの基本報酬の評価と整合性が図られる
ように適正化を行う。

介護予防サービスと総合事業

● 介護予防支援に係る新総合事業の導入に伴う基本報酬の見直し

介護予防支援について、｢介護予防･日常生活支援総合事業（以下｢新総合事業｣と
いう｡）｣の導入に伴い､介護予防サービス計画には､指定事業所により提供される
サービスと、多様な主体により多様なサービス形態で提供される新総合事業のサー
ビスを位置づけることを踏まえ､基本報酬において適正に評価する

介護予防支援

⇒★総合事業・通所型サービスの単価設定の基準
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介護職員の処遇改善 （処遇改善加算）

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連第５回福祉人材確保対策検討会（２０１４年９月２日）

３０万人
不足見込み



Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連第５回福祉人材確保対策検討会（２０１４年９月２日）

機能分化

すそ野の拡大
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外国人介護職の受け入れ推進

東京新聞
２０１４・１・２４

成長戦略の一環

読売新聞
２０１４・１・２４
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政府が描く「将来像」 高齢者･国民にとって拒否すべき未来像

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ＠全日本民医連

● 地域包括ケア＝おおむね中学校区
［医療・介護・予防・生活支援・住まい］

● 介護保険事業計画
（在宅医療･介護連携、認知症施策、住まい）

● 介護保険制度の運営（＝保険者）

● 地域医療構想圏／病床機能報告制度

● 医療計画
● 後期高齢者医療制度（広域連合）
● 国民健康保険の都道府県単位化

※ ２０１５年通常国会に法案提出狙う

★ 医療費適正化計画

● 介護保険事業支援計画
★ 介護給付適正化計画

都道府県

市区町村

「地域」が主戦場

日常生活
圏域

● 老人福祉圏域（３４３カ所）

● 市町村における医療介護総合確保区域

● 都道府県における医療介護総合確保区域

（５,７１２カ所）

３次医療圏
（５２カ所）

基金

基金

２次医療圏
（３４４カ所）
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利用できない介護保険
利用させない介護保険
利用できない介護保険
利用させない介護保険

重い費用負担で

サービス手控え

必要な介護が

受けられない

実際の状態と合わない
要介護認定

支給限度額の

厚い「カベ」

家族はへとへと。でも

すぐに施設に入れない

家族の介護負担は

減っていない

保険料は右肩上がり

支払いはもう限界

予防に移ってサービス減

同居家族がいる場合の

生活援助打ち切り

特養待機者４２万人

重度化

重症化

介護保険
１５年 低い介護報酬

厳しい労働条件

慢性的な人手不足

｢細切れ・駆け足｣介護

介護の担い手

介護保障なき介護保険－増大する介護困難

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

朝日新聞
２０１５・１・５東京新聞

２０１５・１・１５
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２０００年 （２０１２年） ２０１３年

特養定員数 ２９．８万人 － ５１．６万人 １．７倍

特養待機者数 １０．４万人 － ５２．１万人 ５．０倍

有料老人Ｈ ３．６万人 － ３４．８万人 ９．５倍

サ高住 － １．８万戸 １４．５万戸 ７．８倍

日経新聞
２０１４・３・２６

読売新聞
２０１４・１・１９

朝日新聞
２０１４・１・１３

「週刊新潮」２０１４年７月３日号
★ 待機者急増の背景に高齢者層の貧困の拡大
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現場から､地域から、
介護改善を求める声をあげよう、大きく広げよう！

★ 地域の事業所、関係団体にも呼びかけ、
地域で様ざまな共同を広げよう

★ 制度見直しの影響を検証し、利用者、介護
現場に何が起こっているのか明らかにしよう

★ 国に対して、介護保険改善、介護報酬再改
定、担い手の確保と処遇改善を求めよう

当事者の参加を
追求しましょう

● 「人権としての介護保障」の実現を！
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地域包括ケア＝医療・介護・社会保障の充実が不可欠

｢入院から､在宅へ｣｢医療から､介護へ」

｢施設ではなく､在宅で｣｢軽度切り捨て､重度中心｣

｢入院も､在宅も｣｢医療も､介護も」

｢施設も､在宅も｣｢軽度も､重度も｣

★ 本人･家族の選択と心構え→ 憲法２５条に基づく「国の責任と覚悟」

中学校区単位で整備

一人暮らしになっても、介護が必要になっても、認知症になっても、お金が無
くても・・・、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる社会へ

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連
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● 利用者の自分の生活空間で、「普通であたりまえ」の生活の「再生産」をさ

さえる（小川栄二・立命館大学教授）

＝ ホームヘルプは「生活全体を視野に入れた援助」

であって、部分サービスの寄せ集めではない

→ ある寝たきり高齢者の家庭に、入浴サービス、ラ

ンドリーサービス、ハウスクリーニング、配食サー

ビスが順次入ったとしよう。

メニューだけ見れば ホームヘルプと同じ内容で

あっても、この家庭にホームヘルプが行われたと

は言えない。

■ 予防給付（訪問介護、通所介護）の市町村への丸投げ

ボランティアで代替ＯＫ ＝ 専門性の否定

介護の専門性を守る、介護の本来のあり方を問う

● 必要な「専門職のサービス」を保障、「住民主体の支援」へのすり替えを許さない
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❶ 制度改悪の「防波堤」の役割発揮を求める （地方自治法「住民の福祉の増進」）

● 「新総合事業」実施に対して
・ 本人の意向を尊重し、専門職による専門的サービス、多様な生活支援サービ
スを適切に保障（「附帯決議」）、財政保障など各自治体への支援を求める

● 「特例入所」（要介護１、２の特養入所）、補足給付見直しへの対応

● 地域ケア会議の適切な運営 （１）困難ケースへの対応、（２）地域課題の抽出

● 地域包括支援センターの体制強化、財政的保障の適切な運営

● 自治体独自施策の実施・拡充－利用料の独自減免、上乗せ・横出しサービス

❷ 第６期介護保険事業計画に対して

● 第６期介護保険事業（支援）計画に対して－分析と提案
・ 特養増設、低所得者向け住まいの確保、２４時間訪問サービス等の整備など
・ 介護職員の需給見通し → 現状評価と計画、実効的な確保対策の実施
※策定作業を民間調査会社に委託（丸投げ）している自治体あり

例：「サーベイリサーチセンター」～八王子市（14・17年）、青梅市（11・13・20年）等

● 第６期介護保険料の引き下げを！

● 地域包括ケアにどう取り組むか＝国の言いなりか、高齢者・住民本位か

自治体に向けた取り組み

★ 介護問題をいっせい地方選の大きな争点に

全日本民医連 Ｙ-ＨＡＹＡＳＨＩ

ご静聴
ありがとう
ございました

はやしやすのり 全日本民主医療機関連合会
東京都文京区湯島２－４－４ 平和と労働センター７Ｆ

TEL  03-5842-6451     FAX  03-5842-6460
http://www.min-iren.gr.jp/

E-mail   y-hayashi @ min-iren.gr.jp

Denmark


